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１ はじめに 

 1968年に署名のために開放され、1970年に効力が

発生した核不拡散条約（ＮＰＴ）は、現在までに187

の締約国を有し、核不拡散体制の基礎をなしてきた。 

 Ｎ Ｐ Ｔ の 下 で は 、 締 約 国 が 核 兵 器 国

（nuclear-weapon states）と非核兵器国（non- 

nuclear-weapon states）とに分けられ、核兵器国は

核兵器を保有する権利を有しているのに対して、非

核兵器国は核兵器の保有が禁止されている。条約交

渉時、非核兵器国は不均衡な義務を課す条約を無条

件かつ無期限に受諾することに懸念を表明した。そ

の結果、ＮＰＴには、核兵器国と非核兵器国の義務

の不均衡を緩和することを目的として、「核軍備競

争の早期の停止及び核軍備の縮小に関する効果的な

措置につき…誠実に交渉を行うこと（第６条）」、「前

文の目的の実現及びこの条約の規定の遵守を確保す

るようにこの条約の運用を検討するため、この条約

の効力発生の５年後に…締約国の会議を開催」し、

｢その後５年ごとに、締約国の過半数が寄託国政府に

提案する場合には…更に会議を開催する（第８条３

項）｣こと、ならびに「この条約の効力発生の25年

後に、条約が無期限に効力を有するか追加の一定期

間延長されるかを決定するため、会議を開催する（第

10条２項）」ことが定められた。 

 1975年から1990年までに４回の運用検討会議

（Review Conference）(1)が行われた後、1995年に

運用検討・延長会議が開催され、そこで「決定３：

ＮＰＴの延長(2)」が採択されたことにより、条約の

無期限延長が決定された。ＮＰＴ無期限延長後初め

ての運用検討会議は、2000年４月24日から５月19

日までニューヨークで開催される。 

 本稿では、第一に、2000年ＮＰＴ運用検討会議の

重要性に関して、強化された運用検討プロセス、な

らびにＮＰＴおよび核不拡散体制を巡る情勢という

２つの観点から考察する。第二に、運用検討会議に

先 立 っ て 行 わ れ た 準 備 委 員 会 （ Preparatory 

Committee）に関して概観する。第三に、運用検討

会議において主要な論点となる実質問題である核軍

縮および普遍性の問題について検討する。第四に、

運用検討会議における文書の採択に関して考察する。 

 

２ ２０００年運用検討会議の重要性 

（１）強化された運用検討プロセス 

 ＮＰＴの発効と同時に核不拡散義務が機能するの

に対して、核軍縮義務の履行は漸進的であることか

ら、条約に運用検討会議の開催が規定された主要な

目的は、核兵器国による核軍縮義務の履行状況を定

期的に確認することであった(3)。また、これまでの
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運用検討会議は、ＮＰＴの最終的な期限の決定と密

接に関連していた。核兵器国はＮＰＴ交渉時から一

貫して無期限の条約にするよう望んでいたが、運用

検討会議を通じて非核兵器国がＮＰＴの主要な義務、

とりわけ核兵器国による核軍縮義務の履行が不十分

であると考えれば、ＮＰＴの無期限延長は確保され

ない可能性があった。 

 運用検討・延長会議では、「ＮＰＴ無期限延長」と

ともに、「決定１：条約の運用検討プロセスの強化

(4)」および「決定２：核不拡散および核軍縮のため

の原則および目標(5)」（以下、「原則および目標」）と

いう３つの決定がパッケージとして無投票で採択さ

れた。またこれらの決定に加えて、「中東に関する決

議(6)」が採択された。このうち、「条約の運用検討プ

ロセスの強化」と「原則および目標」は、ＮＰＴの

無期限延長により核兵器国に核軍縮義務の履行を求

めるレバレッジを失うのではないかという非核兵器

国の懸念を緩和し、無期限延長後も核兵器国に核軍

縮義務の履行を求め、これを定期的にレビューする

ために、いわば無期限延長の対価として採択された

ものであった（「中東に関する決議」については後述）。 

 「条約の運用検討プロセスの強化」の下で行われ

る運用検討会議がこれまでの運用検討会議と異なっ

ているのは、第一に、これまでは締約国の要請によ

り開催されていた運用検討会議が、今後は５年ごと

に自動的に開催されることになったことである。第

二に、これまでの運用検討会議では過去５年間の条

約の履行状況が議論されていたが、強化された運用

検討プロセスの下で行われる運用検討会議では、こ

れに加えて、「将来においてさらに進展が図られる

べき分野および手段を明らかにする(7)」こと、なら

びに「条約の履行を強化し、条約の普遍性を達成す

るために、とくに何をなし得るかについても検討す

ること(8)」となったことである。第三に、後述する

ように、運用検討会議に先立って行われる準備委員

会にも新たなマンデートが加えられたことである。 

 2000年運用検討会議は、ＮＰＴが無期限延長され、

運用検討プロセスが強化された後に行われる最初の

会議である。そこでは、締約国による条約義務の履

行状況がレビューされるとともに、ＮＰＴおよび核

不拡散体制が一層強化されるための提言を行うこと

が期待されている。加えて、この会議の成否は、強

化された運用検討プロセスが機能したか、ならびに

無期限延長されたＮＰＴの下でもＮＰＴおよび核不

拡散体制の維持および強化が可能であるか否かとい

う考慮に大きな影響を与えることになると思われる。 

 

（２）ＮＰＴおよび核不拡散体制を巡る情勢 

 1995年にＮＰＴが無期限延長され、1996年に包括

的核実験禁止条約（ＣＴＢＴ）が成立した1990年代

半ば以降、ＮＰＴおよび核不拡散体制は様々な挑戦

に直面してきた。その最も深刻な挑戦の１つが、

1998年５月のインドおよびパキスタンによる核実

験の実施と核兵器保有の公表であり、ＮＰＴおよび

核不拡散体制の根幹を揺るがしている。核不拡散の

側面では、イラクおよび北朝鮮の核兵器開発問題が

いまだに解決に至っておらず、また両国を含めて核

兵器の一層の拡散あるいは拡散の連鎖が懸念されて

いる。 

核軍縮に関しては、米露間の第二次戦略兵器削減

条約（ＳＴＡＲＴⅡ条約）はロシアが批准しておら

ず発効していないが、ロシアが批准していない理由

の１つは、米国が計画している国家ミサイル防衛（Ｎ

ＭＤ）に反対しているためである。また米国のＮＭ

Ｄ計画に対しては、中国が反対し、北大西洋条約機

構（ＮＡＴＯ）の同盟国も懸念を表している。ジュ

ネーブ軍縮会議（ＣＤ）では、兵器用核分裂性物質

生産禁止条約（ＦＭＣＴ）の実質的な交渉が進展し

ていない｡これは、中国が宇宙における軍備競争の防

止を並行して交渉するよう要求し、米国がこれに反
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対していること、ならびに非同盟諸国が核軍縮と並

行して交渉を行うよう求め、これに中国を除く４核

兵器国が消極的であることからである。1999年10

月には、米国上院がＣＴＢＴ批准を否決し、ＣＴＢ

Ｔの発効が一層困難になっている。 

核不拡散および核軍縮を巡るネガティブなトレン

ドを逆転させることを目的として、様々な措置が提

案されてきた(9)。しかしながら、2000年運用検討会

議までに好ましい動きが起こる可能性は低く、会議

の成否に対しては悲観的な見方が少なくない。 

ＮＰＴの主要な義務が履行されなければ、ＮＰＴ

および核不拡散体制への不満から非核兵器国がＮＰ

Ｔから脱退すること、ならびにその中には核兵器国

が核軍縮義務を誠実に履行していないことを口実に

核兵器の保有を模索する非核兵器国がありうること

が懸念されている(10)。もちろん、2000年運用検討会

議が失敗に終わったとしても、ＮＰＴから脱退する

非核兵器国は核兵器の取得を模索しているのではな

いかと疑われること、近隣諸国が核兵器を取得しな

いというＮＰＴから得られる利益を失いかねないこ

とに加えて、ＮＰＴは核兵器国に核軍縮義務を課す

唯一の条約であることから、非核兵器国がＮＰＴに

留まることは自国の利益に合致するため、非核兵器

国がＮＰＴから直ちに脱退する可能性は低いと思わ

れる。しかしながら、中長期的にみれば、核不拡散

義務および核軍縮義務の履行が進まず、また今後の

運用検討会議が失敗を繰り返せば、ＮＰＴおよび核

不拡散体制への信頼が低下し、非核兵器国によるＮ

ＰＴ脱退のみならず、多くの国に核兵器が拡散する

可能性もある。 

 ＮＰＴおよび核不拡散体制を巡る情勢が非常に悪

い中で開催される2000年運用検討会議が成功裡に、

もしくは一定の満足感を持って終了するためには、

ネガティブな状況を好転させるために今後実施され

るべき具体的な措置に関して合意される必要がある。

これは、ＮＰＴおよび核不拡散体制の維持および強

化に資するものである。その意味でも2000年運用検

討会議は重要な会議であるといえる。 

 

３ ２０００年運用検討会議のための準備委員会 

 「条約の運用検討プロセスの強化」の下では、運

用検討会議に先立って行われる準備委員会について

も強化され、運用検討会議に先立つ３年間、毎年10

日間の準備委員会を開催すること、その準備委員会

では、運用検討会議のための手続的な準備に加えて、

「条約の完全な履行と普遍性を促進するための原則、

目標および方法を検討し、運用検討会議に対してそ

れらに関する勧告を行うこと(11)」となった。 

 2000年運用検討会議に向けて、1997年、1998年

および1999年に準備委員会が開催された。1999年の

準備委員会では最終報告(12)がまとめられ、運用検討

会議への勧告として、手続き規則案（draft rules of 

procedure）、議題、主要委員会への実質事項の割り

当てなどといった手続き事項に関してはコンセンサ

スが成立した。他方、実質事項に関しては、５月14

日および５月20日に議長作業文書が提出され、協議

が重ねられた｡しかしながら、核軍縮および中東問題

で締約国間の意見の対立が解消されず、運用検討会

議への勧告について合意することはできなかった

(13)。これは、準備委員会に与えられたマンデートが

実施できなかったことを意味するが、とりわけ実質

事項に関する文書の採択には締約国の妥協が不可欠

であり、準備委員会ではなく運用検討会議でなけれ

ば各国はそのような妥協を行わないことを考えると、

これをもって準備委員会が完全な失敗であったと判

断することはできない(14)。 

 準備委員会は、実質事項の議論に関して全く機能

しなかったわけではない。運用検討会議に先立つ３

年間の毎年、準備委員会で実質事項が議論されたこ

とにより、各国がＮＰＴおよび核不拡散体制を巡る
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諸問題について率直に意見を述べる機会が増えただ

けでなく、運用検討会議で焦点が当てられるべき問

題が明確にされた。準備委員会は、運用検討会議に

おける議論の基礎を形成するという重要な役割を果

たしたといえる。 

 

４ 運用検討会議における実質事項の主要な論点 

 運用検討会議では、ＮＰＴの前文および条文のす

べてがレビューの対象となる。実質事項は３つの主

要委員会に割り当てられ、主要委員会Ⅰでは核不拡

散、核軍縮および積極的・消極的安全保障が、主要

委員会Ⅱでは保障措置および非核兵器地帯が、主要

委員会Ⅲでは原子力の平和利用が、それぞれ議論さ

れる。準備委員会において実質事項に関する意見の

対立が激しかったのは核軍縮および中東問題であり、

これらの問題は運用検討会議でもその成否を左右す

るであろう。加えて、印パによる核実験および核兵

器保有の公表は、両国はＮＰＴ締約国ではないが、

ＮＰＴおよび核不拡散体制の危機を深刻にさせた問

題であり、運用検討会議でも言及されるべきである。 

 

（１）核軍縮 

 1995年以降、ＣＴＢＴの成立に加えて、核軍縮に

関して一定の進展があった。米露は、ＳＴＡＲＴⅠ

条約の履行を進め、運搬手段および核弾頭の解体を

継続するとともに、解体された核弾頭から生じる核

分裂性物質の管理についても一定の協力を行ってい

る。また米国を中心とする西側諸国は、核兵器およ

び運搬手段の廃棄に関する旧ソ連諸国への協力的脅

威削減計画を行っている。英国およびフランスは、

核戦力の削減、ならびに核分裂性物質の透明性の向

上などに関する一方的措置を実施した。 

 しかしながら、前述のように、核軍縮の重要な問

題が進展していないことも事実であり、多くの非核

兵器国は、核兵器国による核軍縮義務の履行が不十

分であると考えている。これまでは非同盟諸国が時

限付き核軍縮を求めて核兵器国に対立的なアプロー

チをとってきたが(15)、これに加えて、1998年に発足

した新アジェンダ連合（New Agenda Coalition）は、

非同盟諸国よりは現実的ながらも、核兵器国に対し

て迅速かつ完全な核兵器の廃絶を求めている(16)。ま

た日本を含む西側非核兵器国も、核兵器の廃絶に向

けて現実的な措置をとるよう求めている(17)。核兵器

国が運用検討会議において核軍縮の議論に消極的な

態度を示せば、核兵器国に対して対立的なアプロー

チをとっている非同盟諸国および新アジェンダ連合

は、一層強く反発するであろう。 

 また米国のＮＭＤに関しては、ロシア、中国およ

びフランスなどが反対しており、1999年の国連総会

でも対立した(18)。この問題は運用検討会議でも取り

上げられるであろうが、再び激しく対立すれば、核

軍縮の推進に関する核兵器国間の一致した対応は困

難になるであろう。米国がＮＭＤ問題に関して強硬

な姿勢をとれば、非核兵器国は、ＮＰＴおよび核不

拡散体制に対する米国の関心に対して疑念を持つこ

とにもつながりかねない。 

 運用検討会議までに、核軍縮について停滞した雰

囲気を大きく変えるような劇的な成果が生まれる可

能性は低い。このため、運用検討会議が成功するた

めには、核軍縮に関する建設的な議論が行われるこ

と、ならびに核軍縮の促進に向けた現実的かつ具体

的な措置の実施が確認されることが必要である。 

 核兵器国は、核軍縮義務の誠実な履行の再確認、

ならびに具体的な措置の実施の約束を行うべきであ

る。またＮＭＤ問題については、米国が関係諸国、

とりわけロシアとの協議を積み重ねた上でその配備

に関して決定するという方針を改めて明確にするこ

とで、ＮＭＤに反対している国の懸念を緩和できる

と思われる。他方、非核兵器国、とりわけ非同盟諸

国および新アジェンダ連合は、核兵器国に対する過
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度に対立的なアプローチ、あるいは時限付き核軍縮

などの核兵器国が全く受け入れられないような要求

を続けることが、核兵器国の態度を硬化させるだけ

で有益ではなく、建設的な議論を妨げる可能性があ

ることを認識すべきである。 

 東京フォーラム報告書では、核軍縮に関して、米

露間核兵器削減プロセスを再活性化させ、配備され

る戦略核弾頭数を1,000発まで削減することについ

て早期に交渉を開始し成立させること、非戦略核兵

器の軍縮を進めること、即時警戒態勢を解除するこ

と、核政策、核ドクトリンおよび核兵器の規模につ

いて透明性を高めること、ＣＴＢＴの批准を促進す

ること、ＦＭＣＴを早期に成立させること、ならび

にＮＭＤに関しては慎重に判断することなどを提言

している(19)。これらの提言は、運用検討会議でも検

討されるべきである。 

 また準備委員会では、運用検討会議における核軍

縮に関する補助機関の設置が提案された。核軍縮は

最も重要な問題の１つであるにもかかわらず、これ

が取り扱われる主要委員会Ⅰには他にも重要な問題

が含まれており、十分な議論の時間は得られないで

あろう。米国はこの提案に消極的であるが、核軍縮

に関する議論の時間を増やすとともに、核兵器国の

不満を緩和するという意味からも、核軍縮に関する

補助機関が設置されるべきである。 

 

（２）ＮＰＴの普遍性 

 ＮＰＴの普遍性の確保は優先事項の１つであり、

ＮＰＴ未締約国、とりわけ核兵器能力を保有するイ

ンド、パキスタンおよびイスラエルによる条約加入

が重要である。 

 インドおよびパキスタンに対しては、運用検討会

議において、両国をＮＰＴ上の核兵器国とは認めな

いこと、ならびに引き続き両国に非核兵器国として

ＮＰＴに加入するよう求めることという原則を保持

するとともに、核実験の停止、ＣＴＢＴの署名およ

び批准、両国間の対話および緊張緩和、核兵器開発

の停止、核兵器配備の抑制、ならびに輸出管理の厳

格化などを求めた国連安保理決議1172(20)を履行す

るよう求めるべきである。 

 他方、中東問題は、核軍縮と同様に、もしくはそ

れ以上に、運用検討会議の成否に重大な影響を与え

ると考えられている(21)。 

 エジプトをはじめとするアラブ諸国は、「中東に

関する決議」が無期限延長決定のパッケージに含ま

れると考え、運用検討プロセスでこの決議の履行状

況、とくにイスラエルの核問題を取り上げるよう求

めてきた。これに対して、イスラエルと関係の深い

米国は、1998年の準備委員会において、「中東に関

する決議」は無期限延長決定のパッケージには含ま

れないとの立場をとり、また運用検討プロセスでは

条約に基づいて議論されるべきであるとし、地域の

問題である中東問題および「中東に関する決議」が

運用検討プロセスで取り扱われるのは適切ではない

と主張してきた(22)。 

 「中東に関する決議」は、運用検討・延長会議に

おいて、無期限延長に反対していたエジプトなどア

ラブ諸国が無期限延長に同意するよう、いわば妥協

策として採択された。この決議は、厳密には無期限

延長に関連する決定のパッケージには含まれない。

しかしながら、この決議がなければ無投票の無期限

延長の決定は達成されなかったかもしれないという

ことを考えると、広い意味では「中東に関する決議」

も無期限延長決定のパッケージに含まれるといえる。 

 米国と主要なアラブ諸国は、1999年の準備委員会

に先立ってこの問題に関して協議し、「中東に関す

る決議」で示された目標は有効であること、ならび

に中東問題も運用検討プロセスで議論されるのに適

切な問題であることなどについて合意した(23)。また

1999年の準備委員会でまとめられた最終報告には、
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運用検討会議における議論の対象に「中東に関する

決議」も含まれた。これは、運用検討会議に向けた

好ましい動きといえる。しかしながら、ＮＰＴおよ

び運用検討会議におけるアラブ諸国の態度は「中東

に関する決議」の履行状況に大きく影響されると考

えられることから(24)、イスラエルの核問題が解決さ

れない中で、運用検討会議において米国とアラブ諸

国が再び中東問題を巡って対立すれば、アラブ諸国

が核軍縮など他の問題でもより強硬な態度をとるこ

とが予想される。 

 ＮＰＴの普遍性の確保は、運用検討会議で議論さ

れる重要な問題であり、印パのみならずイスラエル

に対しても、ＮＰＴへの加入が強く求められるべき

である。また中東は、核兵器の一層の拡散が懸念さ

れる地域であることから、その核問題の解決に向け

て議論されることは、ＮＰＴおよび核不拡散体制の

維持および強化という観点からも必要である。他方

で、イスラエルが核兵器能力を放棄し、非核兵器国

としてＮＰＴに加入するためには、地域における包

括的な和平の達成が不可欠であるが、中東和平の問

題は運用検討会議における議論の範囲を超えている。

米国は、中東問題、とりわけイスラエルの核問題が

運用検討会議で議論されることを拒絶せず、他方で

アラブ諸国は、ＮＰＴおよび運用検討会議の議論の

対象を超える問題を過度に持ち出さないようにし、

運用検討会議において中東問題に関するバランスの

とれた議論が行われることが求められる。 

 

５ 運用検討会議における文書の採択 

 運用検討会議において採択されるべき文書として

は、最終宣言など運用検討期間内の条約の履行状況

に関する文書、ならびに「原則および目標」のよう

な将来において進展が図られるべき分野および手段

に関する文書があげられている(25)。 

 これまで、運用検討会議の成否の基準は、最終宣

言、あるいはこれに準ずるようなコンセンサス文書

が採択されたか否かであるとされてきた(26)。しかし

ながら、1980年および1990年には最終宣言が採択で

きず、1995年には３つの決定および「中東に関する

決議」は採択されたが、最終宣言の採択には至らな

かった。 

最終宣言、または条約の履行状況に関するコンセ

ンサス文書の採択が困難な背景には、条約の履行状

況に関する各国の見方が大きく異なっていることが

あげられる。これは、核軍縮に関して顕著であり、

核兵器国は核軍縮について進展があったことを強調

してきたのに対して、非核兵器国は核軍縮の進展の

ペースに不満を示してきた。2000年運用検討会議に

おいてもこの状況は変わらず、このような文書のコ

ンセンサスによる採択は容易ではないと思われる。 

 他方で、2000年版「原則および目標」については、

コンセンサスで採択されるべきである。これは、

1995年の「原則および目標」の全面的な改定、ある

いは全く新しい文書の作成を意味するのではなく、

ＮＰＴおよび核不拡散体制を取り巻く情勢の変化を

踏まえて、今後実施されるべき措置および目標を新

たに追加するというものである。 

  米国は、「コンセンサス文書が採択されたか否か

によっては、2000 年運用検討会議の成功を判断しな

い(27)」という立場をとっている。しかしながら、運

用検討会議の成功に向けた好ましい材料がほとんど

ない中で、コンセンサス文書が全く採択されないと

いうことになると、会議が完全に失敗してしまった

との印象を与えることになりかねない。核軍縮およ

び核不拡散に関しては、課題が山積している。前述

のように、今後実施されるべき現実的かつ具体的な

措置および目標を締約国が一致して定めることは、

運用検討会議を成功に導くということのみならず、

運用検討会議の最も重要な目的であるＮＰＴおよび

核不拡散体制の強化にも資するものである。その意
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味でも、運用検討会議において、1995 年の「原則お

よび目標」を基礎に、目標についてアップデートさ

れた文書がコンセンサスで採択されるべきである。 

 

６ おわりに 

  2000年運用検討会議は、ＮＰＴおよび核不拡散体

制を巡る情勢が非常に悪い中で開催されるため、そ

の成否については悲観的な見方が少なくない。運用

検討会議の第一の目的は、ＮＰＴおよび核不拡散体

制を維持し強化することである。この目的を達成す

るためにも、運用検討会議では、今後実施されるべ

き現実的かつ具体的な措置および目標に関して、締

約国が一致して合意することが求められる。これを

可能にするためにも、締約国間の意見の対立がとく

に激しくなるであろう核軍縮および中東問題に関し

て、建設的な議論が行われることが望まれる。 
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